
セキュリティポリシー

７．法令および規範の遵守 

本組合は、情報セキュリティに関する法令、規範および契約上の要求事項を遵守しま

す。 

 

８．お問い合わせ窓口 

セキュリティポリシーに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。 

宮崎県医師協同組合 

住 所 ：宮崎市和知川原１丁目 101 番地   

電話番号：0985-23-9100 

メールアドレス ： isikyou@miyazaki.med.or.jp 

宮崎県医師協同組合（以下「本組合」）は、組合員および関係者の情報を適切に保護す

るため、以下のセキュリティポリシーを制定し、遵守します。 

 

１．基本方針 

本組合は、情報セキュリティの重要性を認識し、組合員および関係者の信頼を確保する

ため、情報セキュリティの三要素（機密性、可用性、完全性）を維持することを基本方針

とします。 

 

２．理事の責任 

本組合は、理事主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。 

 

３．職員の取組み 

本組合の職員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セ

キュリティへの取り組みを確かなものにします。 

 

４．情報資産の管理 

本組合は、保有する情報資産を適切に分類し、リスク評価を行い、必要な保護対策を講

じます。 

 

５．セキュリティ対策の実施 

本組合は、不正アクセス、情報漏洩、破壊、改ざん等の脅威から情報資産を守るため、

以下のセキュリティ対策を実施します。 
 
（1） アクセス制御  

情報資産へのアクセスを必要最低限に制限し、適切な認証・認可を行います。 

（2） 物理的セキュリティ  

情報資産が保管されている施設への物理的アクセスを制限し、適切な管理を行い

ます。 

（3） 技術的セキュリティ  

ファイアウォール、ウイルス対策ソフト等の技術的な手段を用いて情報資産を保

護します。 

（4） 教育・訓練 

理事および職員に対し、情報セキュリティに関する教育・訓練を定期的に実施し

ます。 

 

６．セキュリティインシデント対応 

本組合は、セキュリティインシデント発生時には迅速に対応し、被害の拡大防止および

再発防止策を講じます。 
 
（1）インシデント対応体制  

セキュリティインシデント対応チームを設置し、迅速かつ適切な対応を行います。 

（2）インシデント報告  

セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに関係者および法令に基づく報

告を行います。 



宮崎県医師協同組合（以下、本組合）は、組合員からお預かりした情報資産を事故・災

害・犯罪などの脅威から守り、組合員ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基

づき情報セキュリティに取り組みます。 

 

１．理事の責任 

本組合は、理事主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。 

 

２．事務局体制の整備 

本組合は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ

対策に取り組みます。 

 

３．従業員の取組み 

本組合の職員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セ

キュリティへの取り組みを確かなものにします。 

 

４．法令及び契約上の要求事項の遵守 

本組合は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとと

もに、組合員の期待に応えます。 

 

５．違反及び事故への対応 

本組合は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には

適切に対処し、再発防止に努めます。 

 

 

 

制定日：令和７年４月 22 日 

 

宮崎県医師協同組合  理事長 河野 雅行 

情報セキュリティ基本方針
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